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各      位 

 

定款一部変更に関するお知らせ 
 

 

当社は本日、取締役会において「定款一部変更の件」を平成27年12月15日開催予定の第26期定時株主

総会に付議することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。 

 

記 

 
１．提案の理由 

（1）当社の持株会社としての位置付けをより明確にし、グループ経営体制を強化するため、商号を 

「株式会社ネクシィーズグループ」に変更するものです。 

（2）今後の事業拡大に備えるため、現行定款第２条に事業目的を追加するとともに、条文の整備を 

   行うものです。 

（3）「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行により、責任限定契約を締結で

きる会社役員の範囲が変更されることに伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でな

い監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第24条第２項及び第30条第

２項の規定の一部を変更するものです。なお、第24条第２項の変更に関しましては、各監査役

の同意を得ています。 

（4）その他必要な規定及び文言の加除、修正等所要の変更を行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 社 名 株 式 会 社 ネ ク シ ィ ー ズ

本 店 所 在 地 東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 2 0 番 4 号

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長  近 藤 太 香 巳

上 場 取 引 所 証 券 コ ー ド 4 3 4 6  東 証 第 一 部

問い合わせ先 責任者役職名  専務取締役管理本部長 

 氏  名   松 井 康 弘 

 電話番号   （ 0 3 ） 5 4 5 9 - 7 4 4 4 



２．定款変更の内容 

変更内容は下記のとおりであります。（下線は変更部分）               

 

 

３．日程 

現行定款 変更案 

（商号） 

第１条  当会社は、株式会社ネクシィーズと称し、

英文では Nexyz.Corporationと表示す

る。 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と 

する。 

1. 次の業務を営む会社の株式を所有するこ

とにより、当該会社の事業活動を支配・

管理すること。 

(1)～ (45)(記載省略)  

(新設） 

 

 

(新設) 

 

(新設) 

２．～６． (記載省略) 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社ネクシィーズグルー

プと称し、英文ではNexyz.Group 

Corporationと表示する。 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

1. 次の業務を営む会社の株式を所有するこ

とにより、当該会社の事業活動を支配・

管理すること。 

(1)～(45)(現行どおり) 

(46)コンピュータ、ネットワークシステム 

  の企画、開発、プログラミング、製造、

販売及び賃貸 

(47)映像、ゲーム、音楽等のデジタルコン

テンツの企画、制作、卸及び販売  

２．各種環境関連設備の販売  

３．～７．(現行どおり) 

（責任免除） 

第24条 

  (記載省略) 

  ② 当会社は、会社法第427条第１項の規定に

より、社外取締役との間に、任務を怠った

ことによる損害賠償責任を限定する契約

を締結することができる。ただし、当該契

約に基づく賠償責任の限度額は、100万円

以上であらかじめ定めた金額又は法令が

規定する額のいずれか高い額とする。 

（取締役の責任免除） 

第24条 

  (現行どおり) 

  ② 当会社は、会社法第427条第１項の規定に

より、取締役(業務執行取締役等であるも

のを除く。)との間に、任務を怠ったこと

による損害賠償責任を限定する契約を締

結することができる。ただし、当該契約に

基づく賠償責任の限度額は、100万円以上

であらかじめ定めた金額又は法令が規定

する額のいずれか高い額とする。 

（責任免除） 

第30条 

  (記載省略) 

  ② 当会社は、会社法第427条第１項の規定に

より、社外監査役との間に、任務を怠った

ことによる損害賠償責任を限定する契約

を締結することができる。ただし、当該契

約に基づく賠償責任の限度額は、100万円

以上であらかじめ定めた金額または法令

が規定する額のいずれか高い額とする。 

（監査役の責任免除） 

第30条 

  (現行どおり) 

  ② 当会社は、会社法第427条第１項の規定に

より、監査役との間に、任務を怠ったこと

による損害賠償責任を限定する契約を締

結することができる。ただし、当該契約に

基づく賠償責任の限度額は、100万円以上

であらかじめ定めた金額または法令が規

定する額のいずれか高い額とする。 

第31条～第34条 (条文省略)  

 

 

(新設） 

第31条～第34条 (現行どおり) 

附則 

第１条の規定の変更は、平成28年４月１日をもっ

て効力を生じるものとする。なお、本附則は第１

条の変更の効力発生日をもってこれを削除する。 

 以上



定款変更のための株主総会開催日(予定)  平成 27 年 12 月 15 日（火） 

定款変更の効力発生日(予定)  商号変更：平成 28 年 4 月 1 日（金） 

 商号変更以外：平成 27 年 12 月 15 日（火） 

 

                    

 

以上 


